
項目 改革ﾌﾟﾗﾝ(見直し後) 令和2年度実績 未達成であった場合はその理由

改革プラン
における
「経営指標
に係る数値
目標（主な
もの）」

経常収支比率　 　　 100.0％
医業収支比率　　　　 81.7％
資金不足比率　　　　  8.3％
病床利用率（一般）   74.3％
病床利用率（療養）   70.0％
職員給与費対医業収益比率  61.2％
材料費対医業収益比率 18.4％
減価償却費対医業収益比率  10.2％
委託料対医業収益比率 14.3％
診療単価
　入院（一般）　　 34,334円
　入院（療養）　 　15,731円
　外来　　　　　　  8,821円
職員数　　　　　　　　109人
医師数　　　　　　　　 11人
企業債残高　　　1,254百万円

経常収支比率　 　　 103.8％
医業収支比率　　　　 80.3％
資金不足比率　　　　  6.0％
病床利用率（一般）   72.0％
病床利用率（療養）   54.7％
職員給与費対医業収益比率  65.2％
材料費対医業収益比率 17.1％
減価償却費対医業収益比率  10.0％
委託料対医業収益比率 16.5％
診療単価
　入院（一般）　　 35,304円
　入院（療養）　 　17,852円
　外来　　　　　　  9,133円
職員数　　　　　　　　110人
医師数　　　　　　　　 11人
企業債残高　　　1,227百万円

新型コロナウイルス感染拡大の影
響により患者数が計画値を下回っ
たことから医業収益が計画値に達
せず、医業収支比率、病床利用
率、職員給与費対医業収益比率、
委託料対医業収益比率、職員数の
指標で計画未達成となった。その
他の指標については、計画値を達
成できた。

改革プラン
における
「数値目標
達成に向け
ての具体的
な取組及び
実施時期」

〔民間的経営手法の導入〕
①病院経営に関する外部コンサル
タントを活用し、現状の問題点の
洗い出しや改善策を提案いただ
き、経営分析を行う。（平成29年
度）
②全ての病院職員が経営参画意識
を持ち、患者サービスの向上に
よって患者を増やし経営向上に努
める。（平成28年度～）

①病床機能の転換、地域包括ケア
システム構築の一環として、外部
コンサルタントによる短期入所療
養介護（医療型ショートステイ）
開設に向けた院内説明会を実施し
た。
②管理者会議における決定事項を
全医師及び各部署長が出席する病
院運営協議会で報告するととも
に、随時、経営状況を報告して問
題意識の共有を図っている。患者
様からの意見箱を設置しており、
対応可能なものは対応した。看護
部では毎月接遇委員会を開催して
おり、患者サービス向上に努めて
いる。

〔事業規模・事業形態の見直し〕
①現在40床を有する療養病床の削
減や廃止、県の病床機能分化・連
携推進施設等整備事業費補助金や
国の病床転換助成事業交付金など
を活用した介護保険施設等への転
換について検討する。（平成29年
度）

①地域医療構想に基づく病床機能
再編、地域包括ケアシステム構築
の一環として、療養病床の短期入
所療養介護（医療型ショートステ
イ）への転換について検討した。
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〔経費削減・抑制対策〕
①後発医薬品の使用拡大による薬
品費の削減など、材料費の抑制に
努める。（平成29年度～）
②業務委託内容について再度精査
し、委託料の削減に努める。（平
成29年度）
③医療機器について計画的に購入
することや新規導入の抑制によ
り、購入費の平準化・削減に努め
る。（平成29年度～）
④照明や機器等の節電をより一層
徹底し、光熱水費の削減に努め
る。また、不要なコピーなどの無
駄をなくし、消耗品等の節減に取
り組む。（平成28年度～）

①材料費（計画）298,395千円（実
績）265,104千円 ▲33,291千円
毎月開催している薬事委員会にお
いて後発医薬品への変更を要請し
後発医薬品使用率を高めた。在庫
の医薬品の使用期限の管理を徹底
し、薬品の廃棄がおこらないよう
努めており、他の診療材料につい
ても安価のものに置き換えること
や交渉を行うことにより価格抑制
に取り組んだ。
②委託料（計画）231,385千円（実
績）256,150千円 +24,765千円
医療機器の保守料を中心に契約の
見直しを行い、委託料の削減に取
り組んだ。
③医療機器購入費（計画）50,000
千円（実績）80,601千円 +30,601
千円　購入機器の精査を行い、購
入費用の削減に取り組んだ。
④光熱水費（計画）44,695千円
（実績）40,098千円 ▲4,597千円
照明や機器等の節電を徹底したほ
か、消耗品費等はSPD(院内の物流
を一括管理する業務）での管理に
より無駄な支出がないよう徹底
し、費用を削減した。

②医療機器の保守契約等の見直し
を行い委託料を削減したが、平成
30年度に医事業務の委託業者を変
更したことや給食業務の契約見直
しで委託料が増加したことなどか
ら計画値を上回った。
③購入費用の削減に取り組んだ
が、国県補助金の交付を受けて新
型コロナウイルス感染症対策に係
る医療機器の購入を行ったことか
ら計画値を上回った。
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改革プラン
における
「数値目標
達成に向け
ての具体的
な取組及び
実施時期」

〔再編・ネットワーク化の概要〕
平成23年11月1日に、国保直営串本
病院と国保古座川病院を統合し、
くしもと町立病院が誕生した。こ
のことにより、病床数を166床から
130床に36床削減したほか、経営の
効率化、地域医療の充実が図られ
たところ。くしもと町立病院には
地域医療連携室を設置して職員を
配置しており、今後も、新宮二次
医療圏内での他の医療機関や町内
医療機関、保健・福祉施設等との
連携強化に努めていく。

地域医療連携室を引き続き設置し
て社会福祉士を含む職員を配置し
ており、他の医療機関や保健・福
祉施設等との連携強化に努めた。
また、地域医療構想調整会議に出
席し、病院間での意思統一、情報
連携を図っている。

改革プラン
における
「経営形態
の見直し」

〔経営形態の見直しの概要〕
新ガイドラインでは、経営形態の
見直しに係る選択肢として、次の
５つが示されている。①地方公営
企業法の全部適用②非公務員型の
地方独立行政法人化③指定管理者
制度の導入④民間譲渡⑤事業形態
の見直し
安定した病院経営を持続していく
ために、これら経営形態の見直し
についても検討していく必要があ
る。

新病院開院時に地方公営企業法の
全部適用を行った。病院経営を持
続していくためにガイドラインで
示された経営形態への見直しにつ
いても検討していく。

〔収入増加・確保対策〕
①引き続き近畿大学医学部との連
携を密にし、必要な医師数を確保
することにより安定した診療体制
の維持・充実に努める。（平成28
年度～）
②手術件数、病床利用率の向上に
努める。（平成28年度～）
③診療所等との連携を深め、紹介
率の向上に努める。（平成28年度
～）
④作業療法士の採用等リハビリ機
能の充実、検査機能の充実、服薬
指導の実施など診療機能の向上に
努める。（平成28年度～）
⑤町外の病院へ抗がん剤治療のた
めに通院している患者様の利便性
を考慮し、外来化学療法を実施す
る。（平成28年度～）
⑥糖尿病教育入院の啓発を実施す
る。（平成28年度～）
⑦医師などの出張公開講座の実
施、町広報誌、ホームページを活
用した町民への広報活動充実によ
り患者数の確保に努める。（平成
28年度～）
⑧未収金徴収の強化を図るととも
に、内容について精査・検証す
る。（平成29年度～）
⑨国保直営串本病院跡地の一般会
計への売却について検討する。
（平成29年度）

①定期的に近畿大学医学部を訪問
し、派遣元の教授に状況報告を行
うとともに信頼関係を築き、安定
して医師を派遣いただくよう努め
た。常勤医師数11名。
②手術件数303件、病床利用率（一
般）72.0％（療養）54.7％（計）
66.6％。関節専門外来を引き続き
開設し、人工膝関節置換術などの
手術を実施した。
③紹介率56.7％
④作業療法士を2名配置したほか、
引き続き通所リハビリテーション
事業を実施した。PCR検査機器を導
入して自院でのPCR検査を可能と
し、福祉施設等における無症状職
員に対する公費負担でのPCR検査実
施、認知症認定看護師資格取得な
ど診療機能の充実を図り、施設基
準を引き上げることで診療単価の
向上を図った。
⑤平成28年8月から外来化学療法を
実施している。
⑥平成28年度より糖尿病教育入院
の啓発チラシを配布している。
⑦従来の広報活動は町広報誌、
ホームページで行っていたが、病
院広報誌「うみつばめ」を年4回発
行し、フェイスブックでも情報を
発信した。
⑧未収が発生した場合は電話連絡
し、なお入金が確認できない場合
に文書にて督促を行うなど速やか
に対応し未収金発生を抑制してい
る。
⑨跡地の舗装工事を実施し、駐車
場として大江戸温泉物語グループ
株式会社に6年契約による貸し付け
を行っているほか、空いた敷地は
別事業者に随時貸し付けを行うな
ど使用料収入を得ている。

②主に整形ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科の手術が
増加し、手術件数は前年度比+52件
となったが、療養病床の施設基準
が高くなり、医療区分の高い患者
を受け入れる必要があったことか
ら病床利用率は減少した。

⑦新型コロナウイルス感染拡大の
影響により、医師などによる出張
公開講座は実施できなかった。

改革プラン
における
「再編・
ネットワー
ク化」


